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１．はじめに
国土交通省では、これまでかわまちづくり等を通

じて河川整備と周辺地域のにぎわい創出の促進を
行ってきた。

国土交通省国土技術政策総合研究所では、水辺空
間とまち空間（都市域）を融合させた整備方法につ
いて研究を行っている。具体的には、堤外地と堤内
地に連続性を持たせ、人が回遊し、水辺を楽しむ空
間整備の過程を数段階に分け、各段階で関係者の動
きや考え方等を、先行事例から整理している。空間
整備の関係者は、河川管理者と都市計画・まちづく
り担当者（市町村）、地元の関係者等（事業自体の受
注者、整備された施設の維持管理組織）とした。

研究の詳細は別の機会に譲り、今回は、同研究に
おいて関係者への聞き取り調査等を行った、まちづ
くりを含む水辺の整備、活用事例について、簡単な
紹介をする。

２．日本における水辺の使われ方と分類
本研究を始める際、人の生活における水辺の多様

な役割と利用方法を整理し、利用方法について大ま
かに４つに分類した（表１）。なお、役割は、その多
くが利用目的を伴うため、今回は分類を示していな
い。例えば、水辺の利用方法として堤外地に設けら
れた運動場や、花火大会の観覧席、河原で行うバー
ベキュー、堤防で散歩や体力作りに勤しむ人たち
を思い出す人も少なくないだろう。河川自体は、カ
ヌー、釣り、夏になれば川遊びの場所となる。街中
の水路に目を向ければ、生活用水としての利用、例
えば西瓜を冷やしたり、洗い物をしたりといった風
景も思い出せる。かつての城下町ではお濠が張り
巡らされ、船頭が船を操っている姿も見られる。船
が走らずとも、道端に水路や湧水のある風景が、そ
の地域を印象付ける場合も少なくない。近年では水
辺に商業施設の整備や再整備が行われ、地域との結
びつきの再検討などの動きも見られる。また、舟運
を、再度交通手段として用いる動きも見られる。

このように、水辺や河川等は、日常生活の場であ
り、河川管理と都市計画やまちづくりをともに考え
ることは、既に行われているといえる。一方で、新
たに水辺を含むまちづくりに取り組む際、或いは既
存の水辺を活用する際の要点は、ほとんど示されて
いない。本研究において、地域の魅力の一つとして

水辺や河川等を見直し、まちづくりの要素として考
え、水辺の整備や活用に関する具体的な取り組み方
や考え方を整理することは、新たな取り組みの促進
や、既存事例の継続に資すると考えられる。

以上の観点から、河川整備と都市計画やまちづく
りを共に検討するのであれば、新たに何らかの整備
を行うことで水辺のまちづくりに取り組んでいる
事例（類型Ａ）と、伝統的、文化的に使われている水
辺、或いは伝統的、文化的な利用を中心とした水辺

（類型Ｂ）を取り上げる必要があると考えた。今回
は、調査を行った類型Ａを７事例、類型Ｂの２事例

（表2）を紹介する。

３． 改めて、水辺に出てみようとする意思に支えら
れたまちづくり

大阪市では、かつての水辺の賑わいを取り戻すこ
とを目的とした水都大阪再生の取り組みが、平成
13年に内閣官房都市再生本部により都市再生プロ
ジェクトに指定された。同取り組みの中から、調査

No. 分類 具体例
1 商業 飲食店、物販、事務所等の整備と活用
2 運動、公園 水を利用したスポーツを行うための施設整備

と活用。散策や憩いの場としての整備と活用
3 教育 学習、体験施設等の整備と活用
4 その他（伝統

的な利用等）
舟運（船着き場整備）、生活用水としての利用
のための整備と活用

表 1　水辺の利用方法の分類

表 2 　紹介する事例と分類（紹介順）

まちづくりと水辺
国土交通省国土技術政策総合研究所　飛田　ちづる

※ 1 事業名称は、原則として公表資料に記載されているも
の、或いは施設名として記されているものとした。

※ 2 利用分類の番号は表 1 に準ずる。

令和6年度から、「かわまちづくり計画」に定める内
容に「安全な河川利用に向けた取組」が追加された。河
川管理者が行う支援（ソフト施策）に「河川利用者の安
全確保に向けた川の指導者の安全講習等の受講、啓発
活動等を支援」が追加されている。

こうした方針を踏まえ、安全な河川利用に向けた取
組に望まれることとして、特に以下の３点を挙げたい。
・ライフジャケットの着用推進に向けた工夫
・川の特性とリスクに関するわかりやすい周知
・安全管理のできる人材の配置等

（1）ライフジャケットの着用推進に向けた工夫
水面利用や水際でのイベント時に、参加者がライフ

ジャケットを着用することはもはや必須であるが、イ
ベント時に限らず、個人が自由使用の範囲で同様の活
動をする場合においても、より一層の意識づけが必要
となる。例えば、川のそばにある施設等でライフジャ
ケットが販売されたり、気軽にレンタルできる場を増
やしたりすることで、川を訪れる利用者に対するライ
フジャケット着用のハードルを下げることにつながる
と考える。

（2）川の特性とリスクに関するわかりやすい周知
流れがあり、そして深みが生じることが川の特性であ

るが、それはリスクともなる。そうした川の特性やその
リスクに関し、河川を訪れる利用者に対して、図10のよ
うにより分かりやすい表現方法で事前周知することも
また重要である。

（3）安全管理のできる人材の配置等
水面利用や水際でのイベントは、当然ながら主催し

ようとする側にも一定のリスクが生じる。一方、知識・
経験・装備などのリスクマネジメント力が高ければ高
いほど、それらリスクは相対的に下がり、参加者に対し
より安全な河川体験の機会を提供することができる。
主催者がそうしたリスクマネジメント力を高めようと
する場合には、安全管理のできる人材の配置とともに、
定期的な講習の場を設けることもまた重要となる（講
習のイメージを図11に示す）。

こうした安全な河川利用に向けた取組を促進するこ
とで、より一層の魅力ある河川空間を創出することが
でき、多くの人々が日常から水辺を意識することにつ
ながる。気候変動が進む中、時に災いもたらす河川は、
元来地域に自然の恵みや潤いをもたらす存在である。
河川利用の促進と安全管理を両輪で取り組むことで、
川とのより良い付き合い方について考える社会の構築
が進むことが期待される。

参考文献
1） 警察庁（1975）昭和50年版　警察白書　警察活動の

現況
　https://www.npa.go.jp/hakusyo/s50/s50index.html
2）警察庁（2024）令和5年中の交通事故死者数について.
　 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/fi les?page=1&la

yout=datalist&lid=000001425965
3）国土交通省（2023）令和4年全国一級河川の水質現況.
　 https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/

kankyou/suisitu/pdf/r4_suisitu/chap1.pdf
4） 日本財団 海のそなえプロジェクト（2024）水難事故

に関する調査サマリー .
　 https://uminosonae.uminohi.jp/2024/report/assets/

pdf/20240619_01_report_summary.pdf
5）河川財団（2024）No More水難事故2024.
　 https://www.kasen.or.jp/Portals/0/pdf_mizube/

suinanjiko2024.pdf

図 9　流水に対応したライフジャケットの例
（各種ベルト等でフィットさせやすく脱げにくい）

図 11　安全管理に関する講習のイメージ
（写真提供：NPO 法人川に学ぶ体験活動協議会（RAC））

図 10　「かわまちてらす閖上」（宮城県名取市）に
おける水際でのリスクを知らせるサイン

RIVER FRONT Vol.99

10

公益財団法人リバーフロント研究所 
RIVERFRONT 99 巻：10-13 

－77－



対象として二箇所の事例を取り上げた。
まず、「大阪川床北浜テラス」（大阪府大阪市）は、

周辺の商業施設の関係者による川遊びをしたいと
いう希望から始まった。現在は、任意の地域団体
である北浜水辺協議会が一括して大阪府より河川
占用許可を受け、運営管理を行う。市の中心に位置
し、中高層建築が並ぶオフィス街だが、一階の飲食
店は、平日でも行列のできるお店も見られる（写真
1）。季節によっては中之島の夜景を楽しむなどもで
きる。水辺を活性化するに限らず、協議会の参加者
自身が川で遊ぶことを楽しんでいる。

「TUGBOAT_TAISHO（ タグ ボ ート大 正 ）」（ 同
上）は、近隣の活性化という意図が当初から含まれ
ていた。公募で選定された事業者である株式会社
RETOWNが整備と整備後の運営を担う。整備した
施設には、地元の中小事業者16社が入居する。客席
に加え厨房も水に浮かべられた水上レストランが、
施設の入口付近に据えられ、奥に入ると多種多様な
店舗があり、客席は川辺と屋内の両方に設けられて
いる（写真2）。近隣施設の催事の参加者が、食事や
お茶などを楽しめる場所として設けられた。今後は、
宿泊施設を整備する予定であり、一区画の活性化が
地域全体の活性に繋がることを期待されている。

国、広島県及び広島市は、平成15年に「水の都ひ
ろしま」構想を策定した。その一環として「京橋川
右岸地区（縮景園～鶴見橋）」（広島県広島市）は、「に
ぎわいのある水辺づくり」をテーマにした。広島駅
と中心市街地を結ぶ動線上に位置すること、商業施
設と一体的に利用できる河岸緑地となっているこ
となどから、賑わいのある水辺づくりが行われてい
る。遊歩道や飲食店が整備され、雁木が見られる場
所である（写真3）。犬の散歩や散策、学校帰りの遊
び場として使われている。

「元安川（相生橋～平和大橋）地区」（同上）は、平
和記念公園の敷地内に所在する。「水の都ひろしま
のシンボルとしての水辺づくり」をテーマに、水辺
と街の一体的整備を進められている。

来訪者を主な対象とした商業施設や別の観光地
へ向かう船着き場が整備され、水辺を使用した様々
な催しが行われている（写真4）。北部には広場や商
業施設等も整備され、住民の憩いの場があり、さら
に北上すると広島城や高層アパート群が見え、川沿
いに遊歩道が整備されている。同じ川沿いに生活の
場と来訪者の憩いの場が作りだされ、都市の暮らし
の中に、川沿いの空間が根付いている。

写真 1　 川辺に設けられた席を楽しむお客が、さら
に人を呼び込む。

写真 2　 手前は船上レストラン。右手は飲食店が並
び、奥は船着き場につながる。

写真 3　 京橋川のほとりは、散策路に向かって店の
入口があり、川辺に木が植えられ、ベンチ
も設けられている。

写真 4　 船着き場は観光客で賑わい、宮島へ向かう
フェリーも発着する。

河川ではないが、人と自然の関わり方を考えさせ
られる事例として、「気仙沼内湾ウォーターフロン
ト」（宮城県気仙沼市）を挙げる。東日本大震災後、

「内湾地区復興まちづくり協議会」が設立され、県
の防潮堤建設計画に対する住民との意見交換を幾
度も経て、津波対策と海の見える景色の両立が探ら
れ、現在の施設整備にたどり着く。災害復旧事業に
よる防潮堤整備ではなく、国の海岸保全施設整備事
業により、陸閘、起立式防潮堤 （フラップゲート式
防潮堤）を採用している（写真5）。整備された施設
の周辺には、商業施設も形成され、一帯が賑わいの
中心である。

４　水路を活かしたまちづくり
「柳川の掘割」（福岡県柳川市）は、市内に張り巡

らされ、柳川市を特徴付ける風景の重要な要素であ
る。中心部では、国指定史跡名勝天然記念物水郷柳
河（写真7）を巡る川下りが行われている。水辺の散
策路や遊歩道、水上デッキ、水辺に降りる階段等、
親水拠点も見られる。

住民に掘割を身近に感じてもらうため、同市は、
小学生の総合学習や作文、ポスターなどのコンクー
ルで掘割を題材にする工夫をしている。また、「掘
割を守り育てる条例」に記載された住民の水環境保

全についての関心と理解を深めること、住民参加に
よる水環境保全活動の意欲を高めることを目的と
して、市は住民と共に清掃活動を行う。他に文化施
設の整備、地元の高校生は卒業式の際、川下りを楽
しむなど、生活の中に掘割のある様子が伺えた。川
下りコースから離れても、水路は各所に見られる。

「御殿堰」（山形県山形市）は、町中に張り巡らさ
れた水路である。七日町地区では、石積みの堰を整
備し、複数の店舗と水辺を散策できる空間が設けら
れている（写真8）。山形市の公式サイトには、山形
五堰全体の地図が示され、市街地全域に張り巡らさ
れていることがわかる。なお、御殿堰を含む「山形
五堰」は、令和5年11月に世界灌漑施設遺産に登録
された。

５　地域の活性化の要素としての水辺
「長門湯本温泉」（山口県長門市）は、日本各地に

所在する温泉地の再活性化を目指した事例である。
天候によっては水墨画のような景色が楽しめ、温泉
街の中心に流れる音信川を中心とした整備と活動
が平成28年に策定された長門湯本温泉観光まちづ
くり計画に基づき行われている（写真9）。具体的に
は、大学に協力を依頼し、設置された飛び石や、関
係者が重さに工夫を凝らしたベンチやプランター

写真 5　 海が建物の隙間から見える。通りの向かい
や周辺にも、商業施設が設けられている。

写真 6　 漁港護岸に設けられた歩道に沿って、海沿
いを散策できる。

写真 7　 川下りを楽しみ、到着した船着き場から散
策できる市街地にも水路が流れている。

写真 8　 水路沿いにテーブルと椅子が置かれ、休憩
できる。右手は野菜が売られている店舗。
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対象として二箇所の事例を取り上げた。
まず、「大阪川床北浜テラス」（大阪府大阪市）は、

周辺の商業施設の関係者による川遊びをしたいと
いう希望から始まった。現在は、任意の地域団体
である北浜水辺協議会が一括して大阪府より河川
占用許可を受け、運営管理を行う。市の中心に位置
し、中高層建築が並ぶオフィス街だが、一階の飲食
店は、平日でも行列のできるお店も見られる（写真
1）。季節によっては中之島の夜景を楽しむなどもで
きる。水辺を活性化するに限らず、協議会の参加者
自身が川で遊ぶことを楽しんでいる。

「TUGBOAT_TAISHO（ タグ ボ ート大 正 ）」（ 同
上）は、近隣の活性化という意図が当初から含まれ
ていた。公募で選定された事業者である株式会社
RETOWNが整備と整備後の運営を担う。整備した
施設には、地元の中小事業者16社が入居する。客席
に加え厨房も水に浮かべられた水上レストランが、
施設の入口付近に据えられ、奥に入ると多種多様な
店舗があり、客席は川辺と屋内の両方に設けられて
いる（写真2）。近隣施設の催事の参加者が、食事や
お茶などを楽しめる場所として設けられた。今後は、
宿泊施設を整備する予定であり、一区画の活性化が
地域全体の活性に繋がることを期待されている。

国、広島県及び広島市は、平成15年に「水の都ひ
ろしま」構想を策定した。その一環として「京橋川
右岸地区（縮景園～鶴見橋）」（広島県広島市）は、「に
ぎわいのある水辺づくり」をテーマにした。広島駅
と中心市街地を結ぶ動線上に位置すること、商業施
設と一体的に利用できる河岸緑地となっているこ
となどから、賑わいのある水辺づくりが行われてい
る。遊歩道や飲食店が整備され、雁木が見られる場
所である（写真3）。犬の散歩や散策、学校帰りの遊
び場として使われている。

「元安川（相生橋～平和大橋）地区」（同上）は、平
和記念公園の敷地内に所在する。「水の都ひろしま
のシンボルとしての水辺づくり」をテーマに、水辺
と街の一体的整備を進められている。

来訪者を主な対象とした商業施設や別の観光地
へ向かう船着き場が整備され、水辺を使用した様々
な催しが行われている（写真4）。北部には広場や商
業施設等も整備され、住民の憩いの場があり、さら
に北上すると広島城や高層アパート群が見え、川沿
いに遊歩道が整備されている。同じ川沿いに生活の
場と来訪者の憩いの場が作りだされ、都市の暮らし
の中に、川沿いの空間が根付いている。

写真 1　 川辺に設けられた席を楽しむお客が、さら
に人を呼び込む。

写真 2　 手前は船上レストラン。右手は飲食店が並
び、奥は船着き場につながる。

写真 3　 京橋川のほとりは、散策路に向かって店の
入口があり、川辺に木が植えられ、ベンチ
も設けられている。

写真 4　 船着き場は観光客で賑わい、宮島へ向かう
フェリーも発着する。

河川ではないが、人と自然の関わり方を考えさせ
られる事例として、「気仙沼内湾ウォーターフロン
ト」（宮城県気仙沼市）を挙げる。東日本大震災後、

「内湾地区復興まちづくり協議会」が設立され、県
の防潮堤建設計画に対する住民との意見交換を幾
度も経て、津波対策と海の見える景色の両立が探ら
れ、現在の施設整備にたどり着く。災害復旧事業に
よる防潮堤整備ではなく、国の海岸保全施設整備事
業により、陸閘、起立式防潮堤 （フラップゲート式
防潮堤）を採用している（写真5）。整備された施設
の周辺には、商業施設も形成され、一帯が賑わいの
中心である。

４　水路を活かしたまちづくり
「柳川の掘割」（福岡県柳川市）は、市内に張り巡

らされ、柳川市を特徴付ける風景の重要な要素であ
る。中心部では、国指定史跡名勝天然記念物水郷柳
河（写真7）を巡る川下りが行われている。水辺の散
策路や遊歩道、水上デッキ、水辺に降りる階段等、
親水拠点も見られる。

住民に掘割を身近に感じてもらうため、同市は、
小学生の総合学習や作文、ポスターなどのコンクー
ルで掘割を題材にする工夫をしている。また、「掘
割を守り育てる条例」に記載された住民の水環境保

全についての関心と理解を深めること、住民参加に
よる水環境保全活動の意欲を高めることを目的と
して、市は住民と共に清掃活動を行う。他に文化施
設の整備、地元の高校生は卒業式の際、川下りを楽
しむなど、生活の中に掘割のある様子が伺えた。川
下りコースから離れても、水路は各所に見られる。

「御殿堰」（山形県山形市）は、町中に張り巡らさ
れた水路である。七日町地区では、石積みの堰を整
備し、複数の店舗と水辺を散策できる空間が設けら
れている（写真8）。山形市の公式サイトには、山形
五堰全体の地図が示され、市街地全域に張り巡らさ
れていることがわかる。なお、御殿堰を含む「山形
五堰」は、令和5年11月に世界灌漑施設遺産に登録
された。

５　地域の活性化の要素としての水辺
「長門湯本温泉」（山口県長門市）は、日本各地に

所在する温泉地の再活性化を目指した事例である。
天候によっては水墨画のような景色が楽しめ、温泉
街の中心に流れる音信川を中心とした整備と活動
が平成28年に策定された長門湯本温泉観光まちづ
くり計画に基づき行われている（写真9）。具体的に
は、大学に協力を依頼し、設置された飛び石や、関
係者が重さに工夫を凝らしたベンチやプランター

写真 5　 海が建物の隙間から見える。通りの向かい
や周辺にも、商業施設が設けられている。

写真 6　 漁港護岸に設けられた歩道に沿って、海沿
いを散策できる。

写真 7　 川下りを楽しみ、到着した船着き場から散
策できる市街地にも水路が流れている。

写真 8　 水路沿いにテーブルと椅子が置かれ、休憩
できる。右手は野菜が売られている店舗。
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など、随所に水辺を楽しむ配慮がなされ、増水時の
対応も看板で示されている。現在も長門湯本オソト
活用協議会による維持管理と催事等の活動が行わ
れている。

「石巻地区かわまちづくり」（宮城県石巻市）は、
旧北上川の整備と合わせて行われたかわまちづく
りの事例である。石巻市の「水辺の緑のプロムナー
ド計画」「かわまち交流拠点事業」と連携し、堤防一
体空間として、市の示す景観ガイドライン「石巻街
並みづくり道しるべ（案）」（平成24年）に沿って整
備された。震災前から検討されていた堤防天端と隣
接する建物の二階をつなぐ案が実現され、現在に至
る（写真10）。周囲の整備も同時に行われ、堤内地
から堤外地へ通り抜けられる階段等が数カ所設け
られている。事業の際は、中心市街地の復興まちづ
くり計画を考えることを目的として、住民を中心に
専門家や市、商工会議所職員等を交えて、「コンパ
クトシティいしのまき・まちなか創生協議会」を設
立した。

６　離れた地域を水辺でつなぐ
「北十間川親水テラス等（北十間川）」（東京都墨田

区）は、令和2年に開催が予定されていた東京2020
オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え

た東京スカイツリーから浅草間の賑わい創出と観
光回遊性向上を目的に、水辺を中心とした鉄道高架
下（写真11）、北側区道、隅田公園（南側の一部）の
一体的な整備及びまちづくりを行ったものである。
事業自体は、施設整備による新たな賑わい作りであ
るが、整備地周辺の地域をつなぐため、人の移動の
想定が整備区域内にとどまらない点は、他の事例と
同様である。北十間川では、護岸の耐震化に合わせ
て、親水テラス等の整備が行われた。（写真12）。さ
らに隅田公園では、催事に使えるような細かな配慮
がなされている。

７．おわりに
紹介した事例は、地元住民を含む関係者間の丁寧

な調整と、定期的な見直しが行われている。個別の
事業が端緒となるか、先行する上位計画に基づく
か、個別の事業が上位計画に包摂されていくか等の
違いはあっても、まちづくりの中で水辺や河川を考
える点は共通している。また、関係者に話を聞く中
で、水辺は公の空間であるという主旨の発言が何度
か聞かれ、地域に貢献しようとする意識が、水辺を
含むまちづくりを支えていることを感じた。

最後に、今回調査できていない事例についても、
紹介した事例同様の取り組みが行われていると思
われる。調査に御協力いただいた関係の皆様に感謝
したい。

写真 9　 川を楽しむための設備。道沿いにも腰掛け
る場所が設けられている。

写真 10　 二階から堤防天端へ移動でき、左手には、
川沿いに降りられる階段が設けられている。

写真 11　 高架下に設けられ、東京スカイツリーまで
回遊性を生み出すことが意図されている。

写真 12　親水テラス（植栽、照明、ベンチ等）

１．はじめに
令和5年度「かわまち大賞」を「大垣市かわまちづ

くり」が受賞した。この機会に、大垣市の水門川に
おけるかわまちづくりについて紹介する。

岐阜県の南西部に位置する大垣市は、豊富な地下
水を利用し産業都市として発展してきた歴史を持
ち、古くから「水の都、水都」と呼ばれてきた。現在
も、市内各地には自噴井戸が点在し、日常的に水を
感じることができる。

特に、中心市街地を流れる水門川は、湧水を水源
に持ち、かつては大垣城の外堀としての役割を担っ
ていた。その下流は川湊として栄え、国名勝に指定
される「奥の細道むすびの地」もあることから、「水
都大垣」のシンボル的な河川になっている。

２．水門川との関わり
先に述べた水門川は、水都を象徴する川である。

川沿いには「四季の路」と呼ばれる、全長2.2kmに
およぶ遊歩道が整備されており、大垣駅から俳聖・
松尾芭蕉の「奥の細道」むすびの地となった船町湊
跡まで、芭蕉の句碑や四季の花々といった、水と緑
の空間を楽しみながら、芭蕉の旅を追体感すること
ができる。

また、4月から5月には、和舟やたらい舟に乗っ
て水門川を下る「水の都おおがき舟下り」、「水の都
おおがきたらい舟」が開催されているほか、8月上
旬には、豊富な水の恵みに感謝を込めて行われる

「水都まつり」が開催されている。特に、たらい舟に
よる川下りは、関ケ原の戦いの際、石田三成に仕え
た武将・山田去暦（きょれき）の娘「おあむ」がたら
いに乗って大垣城から脱出したという逸話にちな
んでおり、歴史に触れることができるイベントでも
ある。

さらに、水都まつりの開催前には、水門川や遊歩
道を清掃する「水門川クリーン作戦」といったボラ
ンティア活動が実施されるなど、地域住民のまちづ
くり活動の場としての面も持ち合わせている。

３．かわまちづくり計画と新庁舎の建設
大垣の歴史や文化、人々の生活とともに活用され

てきた水門川だが、令和2年の新庁舎建設に向けて
開催された市民ワークショップや意見交換会を通
じて、水門川周辺の空間に対する様々な要望・意見
があげられた。

「四季の路」の風景

大垣市のかわまちづくり～水辺空間に癒しと賑わいを～
大垣市役所都市計画課　主事　安藤　祥太

図 -1 中心市街地のマップ

水の都おおがきたらい舟 水門川クリーン作戦
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一般報文 

都市公園における新型コロナウイルスの感染防止対策と 
利活用の事例調査 

山岸 裕・松本 浩・大石智弘
 

1．はじめに1 

令和元年（2019年）に発生した新型コロナウイ

ルス感染症は、令和2年（2020年）に入ってから世

界中で感染が拡大し、世界的流行（パンデミック）

をもたらした。日本においても、様々な感染防止対

策が実施された。 

国 土 交 通 省 が 令 和 2 年 8 月 7 日 に 発 表 し た

「ニュー・ノーマルに対応した公園の活用」1)では、

感染症対策による活動制限・運動不足の長期化によ

るコロナ禍の健康二次被害も考慮しつつ、公園利用

の基本的な４つのポイントを整理するなど、公園の

分野においても様々な感染防止対策やニュー・ノー

マルに対応した利活用が実施された。 
国土技術政策総合研究所においては、こうした

中で、都市公園を対象として、長期的な観点で今後

の不測の事態に備えて、これらの感染防止対策を分

析し記録を行うとともに、ニュー・ノーマルに対応

した利活用等の事例を収集し、今後の効果的な事業

の推進に貢献することを目的に、感染防止対策を踏

まえた計画・設計・管理運営及びニュー・ノーマル

に対応した利活用等のポイントや留意点を整理した

公園管理者向けの技術資料をとりまとめることとし

ている。 
 本稿では、令和3年度に都市公園における感染防

止対策及び利活用に関する実態を全国的に幅広く把

握するために実施したアンケート調査、及び令和4
年度に実施した感染防止対策及び利活用の詳細事例

調査結果を報告する。 

──────────────────────── 
Case Study on COVID-19 Prevention Measures and 
Utilization of City Parks During the Pandemic 

2．都市公園における感染防止対策及び利活用

に関するアンケート調査 

2.1 調査方法 
 地方公共団体（都道府県、政令指定都市、中核市）

の公園担当部局に対してアンケート調査を行った。

以下に、地方公共団体のアンケート調査結果につい

て述べる。 
(1) 実施時期・方法 
・実施時期：令和4年1月～2月 
・実施方法：Excel 回答票を用いたアンケート 
・調査票：表-1に示す7つの設問分野に分け、計42

の質問項目を設定した。なお、時系列的な変化

を調査するため、表-2のとおり調査対象期間を設

定した。 

 

 

表-1 アンケート調査票の主な質問項目 

表-2 アンケート調査対象期間 
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(2) アンケート調査の回収結果 
アンケート調査の回収数は表-3のとおりとなり、

全体で74％の回収率が得られた。 

表-3 アンケート調査の回収率 

調査対象 都道府県 
政令指定 

都市 
中核市 合計 

発送数 47 20 62 129 

回収数 38 14 44 96 

回収率 81% 70% 71% 74% 

2.2 調査結果 
 アンケート調査票の質問項目から抜粋して以下に

その調査結果を示す。なお、(1)～(3) の設問では、

各自治体が管理する全ての公園あるいは公園施設の

うち一つ以上で感染防止対策にかかる措置が行われ

た場合は実施措置ありとして集計した。  

(1) 感染症防止に係る措置の実施状況（公園種別毎） 
閉園を行った公園は、入口ゲートの閉鎖等が可

能な有料公園が64%と最も高く、次に、都市基幹公

園・大規模公園21%の順であった（表-4）。部分閉

鎖では、都市基幹公園・大規模公園が78%と最も高

かった。注意喚起は、有料公園、都市基幹公園・大

規模公園で100%、住区基幹公園でも92%であった。

利用制限して開園は、有料公園が69%、次に、都市

基幹公園・大規模公園64%の順であった。 

表-4 全公園の実施措置（公園種類毎（全期間）複数回答可） 

(2) 感染症防止に係る措置の実施状況（期間毎） 

表-5 全公園の実施措置（期間毎（全公園）：複数回答可） 

閉園、部分閉鎖とも期間A～期間Cに移行するに

つれて実施割合が低くなっていたが、これは、期間

Bで感染症発生後約1年が経過し、利用制限して開

園に、期間Cでは、注意喚起のみへ移行したと推測

される（表-5）。注意喚起が、期間AからBで増加し、

BとCの期間で横ばいになっているのは、注意喚起

の内容がほぼ定着したためと推測される。 

 (3) 公園施設種別毎の対策状況 
 屋内外施設ともに、期間Aでは、閉鎖を実施して

いる自治体が多かったが、特に、「教養施設（有

料）」、「運動施設（有料）」は、9割以上の自治体で

閉鎖を実施していた（図-1）。閉鎖は全ての屋内外

施設において、時間の経過とともに減少傾向にあっ

た。屋内施設は、期間Aでは、「便所（約3割閉鎖）」

を除く全ての施設で、約7割以上の自治体で閉鎖を

実施していた。屋外施設は、期間Aでは、「庭園・

修景花壇等（無料）」、「休憩施設（東屋等)」、「ベン

チ」以外は、半数以上の割合の自治体で閉鎖を実施

していた。駐車場（屋外施設）は、期間Aでは、有

料、無料ともに半数以上の自治体で閉鎖していた。 

(4) 予定していたイベントやプログラムの中止・休

止、制限の有無（全期間：複数回答可） 
 予定していたイベントやプログラム等の中止等の

状況については、93％（89自治体）で「イベン

ト・プログラムの中止・休止を行った」、49％（47
自治体）で「イベント・プログラムを制限して実施

した」となった（図-2）。基本的な感染防止対策以

上は行わずに開催した自治体は13％（12自治体）

と少ない傾向にあった。 

(5) 予定していたイベントやプログラムの中止・休

止、制限の有無（イベント種類毎：期間別 複

数回答可） 
期間Aでは、「基本的にすべて」のイベントを中

止・休止した割合が78％（75自治体）と高いが、

その後は減少していた（図-3）。「集客を伴う大規模

イベント」、「飲食を伴うイベント」、「飼育動物等と

のふれあい体験」では、中止・休止が期間Aから期

間Bにかけてわずかに増加し、その後、期間Cでは、

期間Aより減少していた。制限して実施は、期間A
から期間Bにかけて急増し、その後、減少傾向に

あった。 
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(6) 実施した衛生対策について（複数回答可） 
「手指消毒・手洗い用品の充実」、「換気の徹底」、

「マスク着用」、「現地職員の健康チェック」等は多

くの自治体で実施されていた（図-4）。期間AからC
まで一貫して衛生対策が実施されていた。 

(7) 実施した3密回避対策（複数回答可） 
3密回避対策として、「ベンチの一部の利用停止」、

「間隔確保の目印」、「施設利用の人数制限」が多く

の自治体で実施されていた（図-5）。 

(8) 実施した感染防止に対する注意喚起と利用者対応

（複数回答可） 
感染防止に対する注意喚起として、「看板等の掲

示」「HPやSNSでの周知」「基本的感染防止対策の

お願い」は多くの自治体で実施されていた（図-6）。 

(9) 公園利用者からの要望等（複数回答可） 
公園利用者からの要望、苦情、問い合わせでは、

「対策を実施していない利用者に対する事項」、「対

策内容への問い合わせ」が多くの自治体で寄せられ

ていた（図-7）。 

(10) 公園の新たな利活用について 
新型コロナ感染症の発生以降における公園の新

たな利活用について実施している自治体は、22％
（21自治体：N=96）であった。また、新型コロナ

感染症発生以降の公園の新たな利活用に係る設備等

の整備及び仮設を含む環境整備について実施してい

る自治体は、19％（18自治体：N=96）であった。

図-3 イベントやプログラムの中止・休止、制限の有無 
（イベント種類毎：時期別） 
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図-1 公園施設種別毎の対策状況 
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なお、具体的な実施事例は、「3．都市公園におけ

る感染防止対策及び今後の都市公園の利活用の事例」

で紹介する。 

3．都市公園における感染防止対策及び今後の

都市公園の利活用の事例 

3.1 調査方法 
都市公園に特徴的な感染防止対策及びニュー・

ノーマルに対応した新たな都市公園の利活用の事例

について、ウェブサイト、学術論文及び業界誌等の

文献により調査を行うとともに、公園管理者等に対

して電話・電子メールによるヒアリングや資料請求

図-5 実施した3密回避対策について 
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図-4 実施した衛生対策について 
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による補足を行った。主な調査項目は、以下のとお

りである。 
調査項目：都市公園の属性、具体的な感染防止対策

の概要（又は具体的な利活用の概要）、公園管理者

側で必要な措置（ハード面及びソフト面）、利用者

側の利用条件、課題・留意点 
3.2 調査結果 
3.2.1 都市公園における感染防止対策の事例 

都市公園における感染防止対策の分野、対策項

目としては、閉園・部分閉鎖・施設閉鎖、イベント

やプログラム対策、衛生対策（清掃・消毒・接触防

止、飛沫防止、基本的な感染防止対策、その他）、

3密回避対策（間隔確保、時間・人数の制限、人と

の接触回避、混雑の見える化）、利用者への注意喚

起、ガイドラインの作成がみられた。 
代表的な事例としては、都市公園における特徴

的なイベントである花見において東京都上野恩賜公

園では、令和2年から4年の桜の開花期には宴会規

制のための植込地の封鎖が行われた。さらに、令和

2年の開花期は桜通りの閉鎖が行われ、令和3年の

開花期は解除されたものの、桜通りの一方通行が実

施され、この措置は令和4年の開花期も実施された。 
3.2.2 ニュー・ノーマルに対応した今後の都市公園の

利活用の事例 
 都市公園における今後のニュー・ノーマルに対応

した利活用としては、リモートワークの場としての

公園の利用、3密回避・公園利用者の利便性向上の

ためのキャッシュレス化の導入、オンラインを用い

たイベント・プログラム及び公園情報の発信、デイ

キャンプ等芝生広場の利活用、駐車場等を利用した

ドライブインシアター等のパブリックビューイベン

ト、屋内プログラム等の屋外実施、屋外での飲食提

供の追加拡大（キッチンカー、テイクアウト等）な

表-7 ニュー・ノーマルに対応した今後の都市公園の
利活用の事例調査抽出結果 

令和 2～4 年 宴会規制のため植込地封鎖        令和 2 年 桜通り閉鎖       令和 3～4 年 桜通りの一方通行 

写真-1 花見における感染防止対策の推移（写真提供：東京都） 

表-6 都市公園における感染防止対策の事例調査抽出結果 
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どがみられた。写真-2は国営昭和記念公園における

入園料のキャッシュレス化の事例である。 

 
写真-2 入園料のキャシュレス化（国営昭和記念公園） 

4．おわりに 

都市公園における感染防止対策は、閉園、部分

閉鎖、注意喚起、利用制限して開園が、公園種類や

時期により異なるものの、多くの自治体で実施され

ていた。公園施設では、立入制限が可能な有料施設

や予約等による利用と考えられる運動施設、子供が

多く集まると考えられる遊戯施設は、第1回緊急事

態宣言期で特に閉鎖の割合が高かった。予定してい

たイベントやプログラム（全期間）は、「中止・休

止を行った」が最も多く、「制限して実施した」は

約半数の自治体で確認された。なお、課題としては、

中止・休止に伴う事前予約者への連絡や参加費の返

金などが挙げられていた。実施した衛生対策・3密
回避の対策としては、他の公共施設等と同様に、

「手指消毒・手洗い用品の充実」、「換気の徹底」、

「マスク着用」、「現地職員の健康チェック」、「ベン

チの一部の利用停止」、「間隔確保の目印」、「施設利

用の人数制限」などの対策が行われていた。これら

の対策は、「1．はじめに」で紹介した「ニュー・

ノーマルに対応した公園の活用」の4つのポイント

への対応も網羅しており、適切な対策が実施されて

いたと考えられる。公園利用者からの要望、苦情、

問い合わせでは、「対策を実施していない利用者に

対する事項」が多くの自治体で寄せられていた。 
都市公園の新たな利活用としては、コロナ禍で

多くの分野で活用されるようになったオンラインを

利用したイベント・プログラムや情報（公園紹介・

花まつり動画等）発信等が挙げられる。また、三密

回避のための屋外の安全性が認識されるにつれ、屋

内プログラムの屋外実施、芝生広場のデイキャンプ

等の利活用や屋外での飲食提供の追加拡大（キッチ

ンカー等）などがみられた。 
今後、これらのアンケート調査や事例調査、文

献調査の結果等をもとに、都市公園における感染防

止対策やニュー・ノーマルに対応した利活用及び計

画・設計等のポイントや留意点等を整理した公園管

理者向けの技術資料としてとりまとめる予定である

（目次骨子（案）を図-8に示す）。 

図-8 技術資料の目次骨子（案） 
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一般報文 

グリーンインフラとして都市緑地の機能評価手法の検討 

金 甫炫・松本 浩・飯塚康雄
 

1．はじめに1 

 グリーンインフラ（以下「GI」という。）は、

「本格的な人口減少社会において、豊かさを実感

でき、持続可能で魅力ある国土づくり、地域づく

りを進めていくために、社会資本整備や土地利用

において、自然環境が有する多様な機能を積極的

に活用する」と定義されている1)。また、GIの推

進においては、実装に向けた7つの視点として、

「連携、コミュニティ、技術、評価、資金調達、

グローバル、デジタル」が取り上げられている2)。  
都市緑地法の一部改正3)においては、気候変動

対策や生物多様性の確保、幸福度（Well-being）
の向上等の課題解決に向けて、緑地の持つ機能へ

の期待の高まりを背景として、都市緑地の保全や

創出のための「緑地の機能の維持増進や良質な緑

地確保の取組の価値を見える化」、「民間事業者等

による緑地確保の取組について国が評価・認定す

る制度の創設」が新たに施行された。  
このように、緑地を主な要素とするGIの多様

な機能やその価値の見える化（機能評価）への

ニーズが高まっており、民間開発における良質な

緑地の確保によるGIの機能向上への取組みが進

められている。 
国土技術政策総総合研究所では、自治体の行政

区域や民間開発プロジェクトを対象範囲とした

GIの機能評価手法とその結果の活用方法につい

て検討を行っている。 
本稿は、GIの機能評価手法と評価結果の活用

方法について、研究成果の一部を報告する。 

2．GIの機能評価手法 

GIの機能評価は、期待する効果を得るために

必要なGIの機能について、GIの現況を把握し、

関連計画を検討する際に使用することを想定して

評価手法を設定した。 
評価に使用する指標は、実測結果を用いる指標、
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一定のポンシャルを評価する指標、特に重要な動

植物の生息地、地域の自然資源等、一定の要件を

満たした対象を図上にプロットする定性的評価指

標とし機能毎に整理した（表-1）。  
評価手法は、機能毎に定量・定性的に評価を行

うことを基本とし、任意で設定した目標値と評価

結果を比較して点数化を行うことで、各得点を合

わせて示す総合評価も可能とした。 
評価の対象は、主に都市緑地（一部雨水浸透施

設や歩道等を含む）であり、評価範囲は、自治体

スケールとプロジェクトスケールとした。 
自治体スケールでは、土地被覆（樹林、公園、

道路等）の情報や気象情報、衛星画像等のデータ

を用いてGIS上で評価を行う手法とした。 
プロジェクトスケールでは、樹木や芝生、広場、

園路、雨水浸透施設等の位置や面積、容量等の情

報が分かる設計データを用いてエクセル上で評価

を行う手法とした。 
 

表-1 GIに期待する効果と機能と評価指標の例  
期待する効果 評価する機能 指標 

1 ヒートアイランド現象

緩和 
気温上昇の抑制機能 実測：地表面温度 

2 地球温暖化緩和 温室効果ガス吸収機能 ポテ：CO2吸収･固定量 

3 生物多様性保全 生物多様性保全機能 ポテ：生息適地評価 

4 大気浄化 大気汚染物質の吸収機能 ポテ：SO2・NO2吸収量 

5 水質の保全 水質浄化機能 
ポテ：地下水質・表流

水質 

6 地下水保全 地下水涵養機能 ポテ：降水量の捕捉率 

7 都市水害の軽減 雨水浸透機能 ポテ：浸透能 

8 津波被害の軽減 津波減衰機能 ポテ：津波減衰機能 

9 地震・火災時の被害軽

減 
一次避難地の提供機能 ポテ：アクセス圏域率 

10 精神的健康の増進 緑の景観によるストレス軽減 実測：緑被率 

11 身体的健康の増進 歩行促進機能 
実測：徒歩圏内緑被歩

道延長 

12 遊び等による活性化 場の提供機能 ポテ：施設緑地面積 

13 地域コミュニティ活

性化 
場の提供機能 

定性：活動している場

の数 

14 地域振興・観光振興 場の提供機能 定性：地域の自然資源 

15 都市農業の振興 場の提供機能 実測：農地面積率 

16 都市の魅力・競争力

向上 
不動産価値の向上 ポテ：公示地価 

17 環境意識の向上 自然と触れ合う機会 実測：学校周辺緑地率 

18 防災・減災意識の向

上 
教育やイベント 定性：開催場所 

19 健康意識の向上 教育や訓練・情報発信 定性：開催場所 

20 社会的つながりの醸

成 
関連したイベント開催 定性：開催場所 

 

※実測：実測結果を用いて評価する指標 
ポテ：一定のポンシャルを評価する指標 
定性：一定の要件を満たした対象を図上にプロットして評価する指標 
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でき、持続可能で魅力ある国土づくり、地域づく

りを進めていくために、社会資本整備や土地利用

において、自然環境が有する多様な機能を積極的

に活用する」と定義されている1)。また、GIの推

進においては、実装に向けた7つの視点として、

「連携、コミュニティ、技術、評価、資金調達、

グローバル、デジタル」が取り上げられている2)。  
都市緑地法の一部改正3)においては、気候変動

対策や生物多様性の確保、幸福度（Well-being）
の向上等の課題解決に向けて、緑地の持つ機能へ

の期待の高まりを背景として、都市緑地の保全や

創出のための「緑地の機能の維持増進や良質な緑

地確保の取組の価値を見える化」、「民間事業者等

による緑地確保の取組について国が評価・認定す

る制度の創設」が新たに施行された。  
このように、緑地を主な要素とするGIの多様

な機能やその価値の見える化（機能評価）への

ニーズが高まっており、民間開発における良質な

緑地の確保によるGIの機能向上への取組みが進

められている。 
国土技術政策総総合研究所では、自治体の行政

区域や民間開発プロジェクトを対象範囲とした

GIの機能評価手法とその結果の活用方法につい

て検討を行っている。 
本稿は、GIの機能評価手法と評価結果の活用

方法について、研究成果の一部を報告する。 

2．GIの機能評価手法 

GIの機能評価は、期待する効果を得るために

必要なGIの機能について、GIの現況を把握し、

関連計画を検討する際に使用することを想定して

評価手法を設定した。 
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一定のポンシャルを評価する指標、特に重要な動

植物の生息地、地域の自然資源等、一定の要件を

満たした対象を図上にプロットする定性的評価指

標とし機能毎に整理した（表-1）。  
評価手法は、機能毎に定量・定性的に評価を行

うことを基本とし、任意で設定した目標値と評価

結果を比較して点数化を行うことで、各得点を合

わせて示す総合評価も可能とした。 
評価の対象は、主に都市緑地（一部雨水浸透施

設や歩道等を含む）であり、評価範囲は、自治体

スケールとプロジェクトスケールとした。 
自治体スケールでは、土地被覆（樹林、公園、

道路等）の情報や気象情報、衛星画像等のデータ

を用いてGIS上で評価を行う手法とした。 
プロジェクトスケールでは、樹木や芝生、広場、

園路、雨水浸透施設等の位置や面積、容量等の情

報が分かる設計データを用いてエクセル上で評価

を行う手法とした。 
 

表-1 GIに期待する効果と機能と評価指標の例  
期待する効果 評価する機能 指標 

1 ヒートアイランド現象

緩和 
気温上昇の抑制機能 実測：地表面温度 

2 地球温暖化緩和 温室効果ガス吸収機能 ポテ：CO2吸収･固定量 

3 生物多様性保全 生物多様性保全機能 ポテ：生息適地評価 

4 大気浄化 大気汚染物質の吸収機能 ポテ：SO2・NO2吸収量 

5 水質の保全 水質浄化機能 
ポテ：地下水質・表流

水質 

6 地下水保全 地下水涵養機能 ポテ：降水量の捕捉率 

7 都市水害の軽減 雨水浸透機能 ポテ：浸透能 

8 津波被害の軽減 津波減衰機能 ポテ：津波減衰機能 

9 地震・火災時の被害軽

減 
一次避難地の提供機能 ポテ：アクセス圏域率 

10 精神的健康の増進 緑の景観によるストレス軽減 実測：緑被率 

11 身体的健康の増進 歩行促進機能 
実測：徒歩圏内緑被歩

道延長 

12 遊び等による活性化 場の提供機能 ポテ：施設緑地面積 

13 地域コミュニティ活

性化 
場の提供機能 

定性：活動している場

の数 

14 地域振興・観光振興 場の提供機能 定性：地域の自然資源 

15 都市農業の振興 場の提供機能 実測：農地面積率 

16 都市の魅力・競争力

向上 
不動産価値の向上 ポテ：公示地価 

17 環境意識の向上 自然と触れ合う機会 実測：学校周辺緑地率 

18 防災・減災意識の向

上 
教育やイベント 定性：開催場所 

19 健康意識の向上 教育や訓練・情報発信 定性：開催場所 

20 社会的つながりの醸

成 
関連したイベント開催 定性：開催場所 

 

※実測：実測結果を用いて評価する指標 
ポテ：一定のポンシャルを評価する指標 
定性：一定の要件を満たした対象を図上にプロットして評価する指標 
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3．GIの個別機能評価 

3.1 自治体スケールの機能評価 
自治体スケールの機能評価は、地方公共団体の

行政区域レベルにおけるGIの現況分析（現在の

機能評価）や、GIの導入による効果の検討（計

画の機能評価）が可能な手法を検討した。また、

評価結果の施策等への活用や地方公共団体の内部

説明等を考慮してGISを用いる方法とした。 
GIの現況分析の例として気温・地表面温度上

昇の抑制機能の評価手法を表-2、図-1に示す。 
図 -1（A）は、衛星画像を用いて地表面温度

（30mメッシュ）を可視化したものであり、図 -1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（B）は、行政区域を細分したレベル（学区等）

でGIの導入計画等を検討することを想定して、

学区毎（平均値）に示した。図-1（C）は、評価

結果をパーセンタイルで4分類（相対的な順位）

にしたもので、地表面温度が中央値（44.75℃）

以上の学区をオレンジ色の2色で示した。これら

は、各地域のGIがどのぐらい機能しているかを

示し対策や保全が必要な地域の抽出につながる。 
 図-1（D）は、（C）で最も地表面温度が高かっ

た75パーセンタイル（45.45℃）の地域の中で、

さらに人口密度が自治体平均（162.54人 /ha）よ

り高い地域を赤色で示したもので、GI導入（緑

地整備）のニーズ分析等への活用が期待できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

図-1 GISを用いた自治体ケールの機能評価（気温・地表面温度上昇の抑制機能）  

表-2 機能評価指標の整理（気温・地表面温度上昇の抑制機能）  
指標 評価要素 評価手法の概要 活用例・指標タイプ・課題 

気温低減 

その他のイ

ンフラも含

む全要素 

（緑地、宅

地等） 

InVEST※の Urban Cooling Model

を用いて気温を推定する。 

Urban Cooling Model で使用する

各種パラメータは、実測データと

の比較等により調整が必要であり

日本では簡易的に使用できるモデ

ルではないが、気温や WBGT を推定

できるモデルである。 
 

※InVEST：GIS の分析ツールで陸水域

の生態系サービスを評価、可視化 

【活用例】 

①現況評価 

夏季の気温分布を把握 

②ニーズ分析 

気温高温地域ブロックのうち人口が多いブロックをニーズが高い

地域として抽出 

③施策への展開 

「GI の創出」ヒートアイランド現象緩和の観点からの緑化地域

（緑化地域制度）等の設定根拠として活用 

【指標タイプ】定量評価（ポテンシャル評価） 

【課題】海外モデルであるため、今後パラメータ調整が必要 

地表面温

度 

その他のイ

ンフラも含

む全要素 

（緑地、宅

地等） 

衛星画像データに基づき、雲が

影響するメッシュを除外した上で

現況の地表面温度を算定する。さ

らに、中央値との比較等により評

価する。 

シナリオ分析では、地表面温度

と緑被率や NDVI（緑量）等との相

関関係を分析し、シナリオと同程

度の緑量と想定される近傍地点を

参照して地表面温度の低下効果を

推定する。 

【活用例】 

①現況評価 ※図 2 の(A),(B),(C） 

夏季の地表面温度分布を把握  

②ニーズ分析 ※図 2 の(D) 

地表面温度の高温地域ブロックのうち人口が多いブロックをニー

ズが高い地域として抽出 

③施策への展開 

「GI の創出」ヒートアイランド現象緩和の観点からの緑化地域

（緑化地域制度）等の設定根拠として活用 

【指標タイプ】定量評価（実測） 

【課題】実測値による評価であるため、定量値は地域間の相対比較

値としてのみ活用できる 

 

（A）定量的評価結果（30mメッシュ） (B)定量評価結果（ブロック単位） （C）パーセンタイルによる分類  （D）ニーズ分析の例 
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3.2 プロジェクトスケールの機能評価 
プロジェクトスケールの機能評価は、主に自治

体や民間事業者等が、公園整備や開発プロジェク

ト等によるGIの機能変化（整備前と整備後）を

検討することを想定している。そのため、設計

データ等を用いて簡便に評価できるようにエクセ

ルシート形式での評価手法を検討した。 
開発プロジェクトを対象とした体感温度低下機 
  

表-3 評価シートの例（体感温度低下機能）  

 
 

 

 

図-2 体感温度低減効果と土地被覆の対応  

能の評価の例を表-3に示す。体感温度を表す代表

的な温熱指標であるSET*（標準新有効温度）を

指標として、樹木による低減効果を樹木の大きさ

と植栽した場所を踏まえ評価する（MRT：平均

放射温度、SETの計算式と条件は、本研究で仮設

定）。図 -2（A）は、低減効果の異なる樹木の樹

冠を計画図上に示したものであり、図-2（B）は、

樹冠が非舗装部の上にあるものと、舗装部の上に

あるものを分けて示したものである。これらの分

類毎の樹冠面積等をシートに入力、プロジェクト

の平均的な樹木の緑陰による体感温度の低減効果

（ΔSET*）を算定し、目標値との比較で点数化を

する。目標値は、国際環境認証制度「 WELL 
Community Standard」の基準を参考に設定した。 

4．GIの総合機能評価 

4.1 自治体スケールでの総合評価 
自治体スケールでの総合評価は、複数の機能評

価結果をホイルチャートでまとめることとし、

GI施策等へ活用しやすい形とするため、地域別

にも示すようにした（図 -3）。また、学区別に評

価結果をクラスタ分析等で分類する方法（図-4左）

や評価した機能の得点が低い地域（学区等）を

GIの導入ニーズ（優先順位）が高い地域とし、

その数が多い地域を抽出する方法を提案した（図

-4右、色が濃いほどニーズが高い）。   
  

 
 
 
 
 
 
 
    

図-3 ホイルチャート（左）と地域別集計（右）  

 
図-4 評価結果の分類（左）と複数ニーズ評価（右）  

MRT（平均放射温度）：まちなかの暑さ対策ガイドライン改訂版H30より算定  
SET：田辺新一教授 (早稲田大学 )作成のエクセルマクロ版より算出  
算出条件：日陰、気温30℃、MRT30℃、風速1.5m/s、湿度50%、着衣量
0.43clo、代謝1.7met 

（A）樹木分類と体感温度低減効果 (B)樹木と地表面土地被覆の対応  
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4.2 プロジェクトスケールでの総合評価 
プロジェクトスケールの総合評価は、自治体ス

ケールと同様、複数の機能評価の得点をまとめる

手法とした（表 -4）。評価結果は、機能評価の得

点以外にも一部機能（温室効果ガス吸収、バイオ

マス発電、大気汚染物質の吸収等）については、

Jクレジット等により貨幣価値化もであった（表-
4）。さらに、公園整備や開発プロジェクト等を

計画する際に、計画に取り入れたGIの主な機能

や整備前に対象地が有していたGIの機能がどの

ぐらい保全又は向上できるかの検討も可能であり 
 

表-4 プロジェクトスケールの総合評価例  

  
      

      
 

 

 

 

 

 
 

図-5 総合評価結果のグラフ化（計画の比較例）  

図-5は、二つの計画シナリオをホイルチャートで

比較するイメージである。 

5．まとめ 

 本研究では、GIが有する様々な機能の評価が

可能な評価指標と算定手法を提案し、自治体やプ

ロジェクトスケールでの機能評価を試行した結果、

多様な機能評価が可能であることを確認した。 
また、個々の機能評価結果を目標値と比べて点

数化を行うことで、評価指標の異なる複数の機能

評価結果を総合的に示すことができた。さらに、

評価結果にその他の社会条件（人口密度等）を加

えて、GI導入のニーズ（優先順位）の高い地域

を可視化することも可能であった。 
しかし、任意の目標値（緑被率等の施策目標、

平均値等の統計値）を設定して点数化を行い、異

なる指標による評価結果の一元化（総合評価）の

試行では、評価する機能や任意の目標値設定に

よって点数が左右される課題があり、これらにつ

いては、今後さらなる検討が必要である。 
以上のことから、機能評価はまだ試行錯誤の段

階であるが、施策等へ活用する際には、「評価精

度」と「目標値の設定」、「機能のバリエーション」

のバランスを取ることで、活用可能であると考え

られる。 
本研究の成果は、多様なGIの機能評価手法と

評価結果を活用する際に必要となるGI要素（公

園、緑化施設、舗装等）の維持管理手法を解説し

た技術資料としてまとめる予定である。 
 

参考文献 
1）第三次国土形成計画（令和5年7月28日閣議決定） 
2）国土交通省（2023）グリーンインフラ推進戦略  
3）都市緑地法の一部改正、令和6年2月14日閣議決定、

令和6年5月29日公布        
 
金 甫炫  

 

 
松本 浩  

 

 
飯塚康雄  

 

国土交通省国土技術政策総合研究所社
会資本マネジメント研究センター 緑
化生態研究室 研究官、博士（農学） 
Dr. KIM Bohyun 

研究当時 国土交通省国土技術政策総
合研究所 社会資本マネジメント研究
センター 緑化生態研究室長、現 独
立行政法人都市再生機構 東日本都市
再生本部 事業企画部 担当部長 
MATSUMOTO Hiroshi  

国土交通省国土技術政策総合研究所 
社会資本マネジメント研究センター 
緑化生態研究室長 
IIZUKA Yasuo 

（A）基本シナリオ 
地下水涵養、雨水浸透機能
に特化した計画  

（B）緑化推進シナリオ 
（A）より緑化面積を増やし、体感
温度低下、生物多様性等の向上  

－ 15 －

土木技術資料 66-12(2024)

 

2.4 出典 

 

 

－90－


	ks133906.pdf

